
５．安全な交通の確保

（１） 安全かつ円滑な通行の確保

ア　 生活道路対策の推進
　全交通事故死者に占める歩行者の割合は３
割を超えており、歩行者の安全を確保するこ
とが重要な課題であることから、障害のある
人を含むすべての人が安全に安心して道路を
通行できるよう、生活道路等において、都道
府県公安委員会と道路管理者が連携し、信号
機の新設・高度化、歩道等の整備、車両速度
を抑制するような物理的デバイスの設置等の
対策を推進するとともに、最高速度30km/h
の区域規制や路側帯の設置・拡幅等により区
域内における速度抑制や通過交通の抑制・排
除を図る「ゾーン30」等の面的かつ総合的な
事故抑止対策を推進している。

イ　 利用する視点からの歩行空間の整備
　歩行空間の整備に当たっては、様々な利用
者の視点を踏まえて整備され、整備後も、不
法占用や放置自転車のない歩行環境が確保さ
れるよう、行政と住民・企業など地域が一体
となった取組を行っていく必要がある。この
ようなことから、様々な利用する人の視点に
立って道路交通環境の整備が行われ、適切な
利用が図られるよう、「交通安全総点検」の
点検結果を新規整備の際に活用するなど計画
段階から住民が参加した整備を推進している。
　また、平成25年に交通の方法に関する教則
（昭和53年国家公安委員会告示第３号）を改
正し、自転車を駐車する際には点字ブロック
上及びその近辺に駐車しないようにすべきこ
とについて明記した。

ウ　 障害のある人等の利用に配慮した信号機
等の設置

　音響により信号表示の状況を知らせる音響

式信号機、信号表示面に青時間までの待ち時
間及び青時間の残り時間を表示する経過時間
表示機能付き歩行者用灯器、歩行者・自転車
と車両が通行する時間を分離して交通事故を
防止する歩車分離式信号機等 のバリアフ
リー対応型信号機等の整備を推進している。

エ　 障害のある人等が運転しやすい道路交通
環境の整備

　障害のある人を含むすべての人が安心して
運転できるよう、ゆとりある道路構造の確保や
視環境の向上、疲労運転の防止等を図ること
とし、道の駅等の休憩施設の整備、付加車線（ゆ
ずり車線）の整備、道路照明の増設を行うと
ともに、高速自動車国道等のサービスエリア
（SA）やパーキングエリア（PA）、自動車駐
車場等において障害者用トイレや障害者用駐
車スペース等の設置を実施しているほか、信
号灯器のLED化、道路標識の大型化・高輝度化、
道路標示の高輝度化、交通情報提供装置の整
備、道路情報板、情報ターミナル等の道路情
報提供装置やそれを支える光ファイバ網等の
情報通信基盤の整備を推進している。
　また、「道路交通法」においては、肢体不
自由を理由として免許に条件を付された者
が、身体障害者標識を表示して普通自動車を
運転している場合には、他の運転者は、危険
防止のためやむを得ない場合を除いて、その
普通自動車に対して幅寄せや割込みをするこ
とが禁止されている。
　さらに、同法においては、身体に障害のあ
る歩行者等その通行に支障がある歩行者が道
路を横断し、又は横断しようとしている場合
において、当該歩行者から申出があったとき
その他必要があると認められるときは、警察
官等その他その場所に居合わせた者は、当該
歩行者が安全に道路を横断することができる
ように努めなければならないこととし、車両
等の運転者は、身体に障害のある歩行者等そ
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の通行に支障のある者が通行しているとき
は、その通行を妨げないようにしなければな
らないこととされている。
　聴覚障害のある人については、平成24年４
月から、ワイドミラー又は補助ミラーの装着
を条件に、すべての普通自動車を運転できる
こととなり、平成26年12月末日現在、833人
がこの条件で普通自動車免許を保有している。
　また、大型自動二輪車、普通自動二輪車、
小型特殊自動車及び原動機付自転車の免許に
ついて、適性試験における聴力が廃止され、
聴覚障害のある人も運転できることとなって
いる。
　聴覚障害のある人が普通自動車を運転する
際には、聴覚障害者標識の表示が義務付けら
れており、聴覚障害者標識を表示した自動車
に対する幅寄せや割込みは禁止されている。
警察では、聴覚障害者標識に関する広報啓発
を行うとともに、聴覚障害のある人が安全に
運転できるよう、関係団体と連携し、免許取
得時の教習等の充実や周囲の運転者が配慮す
べき事項についての安全教育に努めている。
　さらに、警察では、高齢者や障害のある人
が安全で余裕のある駐車ができるよう、都道
府県公安委員会が交付した専用場所駐車標章
を掲示した普通自動車に限り、指定された区
間・場所に駐車又は停車することができる高
齢運転者等専用駐車区間を整備している。

オ　 走行音の静かなハイブリッド車等への対
策

　ハイブリッド車や電気自動車は、登録台数
が近年急増しており、今後さらに増加するも
のと予想されている。一方、これらの自動車
は「音がしなくて危険と感じる」との意見が
寄せられていることを受け、国土交通省にお
いては、学識経験者、視覚障害者団体、自動
車メーカー等からなる「ハイブリッド車等の
静音性に関する対策検討委員会」の結果を踏

まえて、平成22年１月に「ハイブリッド車等
の静音性に関する対策のガイドライン」を定
めるとともに、自動車メーカー等の関係者に
周知し、対策の早期普及を促すこととした。
現在は、国際統一基準の策定に向けた取り組
みを実施している。

（２） 電動車いすの型式認定

　「道路交通法」上、一定の基準に該当する
原動機を用いる身体障害者用の車いすを通行
させている者は歩行者とされるが、平成26年
度において、その基準に該当する４型式が型
式認定された。

（３） 運転免許取得希望者への配慮

　身体に障害のある運転免許取得希望者の利
便の向上を図るため、各都道府県警察の運転
免許試験場に、スロープ、エレベーター等を
整備することに努めているほか、運転適性相
談窓口を設け、身体に障害のある人の運転適
性について知識の豊富な職員を配置して、運
転免許取得に関する相談を行っている。
　また、身体に障害のある人が、身体の状態
に応じた条件を付すことにより、自動車の安
全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認め
られるときは、標準の試験車両以外の車を運
転免許試験場に持ち込んで技能試験を受ける
ことができることとしているほか、指定自動
車教習所に対しても、身体に障害のある人の
持ち込み車両による教習の実施や施設の改善
等を指導している。
　このほか、知的障害のある運転免許取得希
望者の利便の向上を図るため、学科試験の実
施に当たり、試験問題の漢字に振り仮名を付
けるなどの対応をしている。
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■図表7-10　条件付運転免許の保有者数（平成26年）

条　　　件 人　　　数
補聴器の使用 39,383人
補聴器の使用（使用しない場合はワイドミラー又は補助ミラーと聴覚障害者標
識を付けた普通自動車に限定） 399人

ワイドミラー又は補助ミラーを付けた普通自動車に限定 833人
身体障害者用車両に限定 204,622人
義手、義足又は装具の条件 4,022人

合　　　計 249,259人
　注：上記区分中、２種類以上の条件が付されている場合は、表の上側となる区分に計上。
資料：警察庁

■図表7-11　 バリアフリー対応型信号機の
設置状況（平成25年度末現在）

種　　類 基　　数
高齢者等感応信号機 6,708基
歩行者感応信号機 1,380基
視覚障害者用付加装置 18,530基
音響式歩行者誘導付加装置 3,271基
歩行者支援装置 612基
資料：警察庁

身体障害者標識 聴覚障害者標識
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６．防災、防犯対策の推進

（１） 防災対策

ア　 防災対策の基本的な方針
　　災害対策基本法の一部改正
　東日本大震災の教訓を踏まえ、防災対策に
おける高齢者、障害者、乳幼児等の「要配慮者」
に対する措置は一層重要になってきている。
　上記の教訓を踏まえ、政府では平成24年度
に、高齢者や障害者などの多様な主体の参画
を促進し、地域防災計画に多様な意見を反映
できるよう、地方防災会議の委員として、自
主防災組織を構成する者又は学識経験のある
者を追加すること等を盛り込んだ「災害対策
基本法の一部を改正する法律（平成24年法律
第41号）」を制定し、災害対策基本法の改正
を行った（第１弾改正）。
　その後、第１弾改正で残された課題や、防
災対策推進検討会議の最終報告書（平成24年
７月31日）等を踏まえ、市町村長に要配慮者
のうち災害時の避難行動に特に支援を要する
者について名簿を作成することを義務付け
る、主として要配慮者を滞在させることが想
定される避難所に適合すべき基準を設ける等
の事項を含む所要の法改正を実施した。（災
害対策基本法等の一部を改正する法律（平成
25年法律第54号））（第２弾改正）

イ　 要配慮者対策等の推進
　平成25年６月の災害対策基本法の改正を受
け、「災害時要援護者の避難支援ガイドライ
ン」（平成18年３月）を全面的に改定し、避
難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体
的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の
避難行動支援に関する取組指針」を平成25年
８月に策定・公表した。
　市町村が、要配慮者にも配慮した、避難所、
避難路等の整備を計画的、積極的に行えるよ

う、防災基盤整備事業等により支援し、地方
債の元利償還金の一部について交付税措置を
行っている。
　また、地域防災計画上社会福祉施設など要
配慮者等の避難所となる公共施設のうち、耐
震改修を進める必要がある施設についても公
共施設等耐震化事業等により支援し、地方債
の元利償還金の一部について交付税措置を
行っている。
　防災基盤整備事業の一つとして「災害時要
援護者緊急通報システム」の普及に努めると
ともに、要配慮者が入所する施設における避
難対策の強化等の防火管理の充実について消
防機関に周知している。
　地域や企業等における各種防災訓練の際
に、要配慮者を重点とした避難誘導訓練を実
施し、防災意識の高揚を図っている。
　各都道府県警察においては、障害のある人
が入所する施設等への巡回連絡、ミニ広報紙
の配布、FAXネットワーク（交番等に設置
されているFAXと障害者団体、障害のある
人の自宅等のFAXを利用して情報交換を行
うもの）の活用等による障害のある人の防災
に関する知識の普及等障害のある人に対する
支援体制の整備促進に努めている。
　災害時においては、建物の崩壊、道路の損
壊等による交通の混乱が予想されることか
ら、光ビーコン、交通情報板等の整備を推進
し、災害時に障害のある人等を救援するため
の緊急通行車両等の通行を確保するととも
に、災害時の停電による信号機の機能停止に
備え、信号機電源付加装置の整備を推進し、
障害のある人等の安全な避難を確保するよう
努めている。

ウ　 要配慮者関連施設等への対策
　要配慮者対策を推進するには、まず、地域
における要配慮者の状況を的確に把握した上
で、社会福祉施設など要配慮者が入所してい
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る施設自らの対策を促進するための情報提供
等を行う必要がある。
　また、「避難行動要支援者の避難行動支援
に関する取組指針」（平成25年８月内閣府（防
災））及び「避難勧告等の判断・伝達マニュ
アル作成ガイドライン」（平成26年９月内閣
府（防災））を参考に、要配慮者や要配慮者
関連施設への防災情報の伝達体制を整備し、
入所者等の避難・救出・安否確認などの警戒
避難体制の具体化を促進するとともに、被災
した場合の防災関係機関への迅速な通報体制
の整備及び避難先における入所者等の生活確
保体制の整備を促進する必要がある。同時に、
要配慮者施設の職員や消防職団員、自主防災
組織等が中心となって、地域の実情に応じた
支援体制をつくることが必要である。
　なお、要配慮者利用施設における土砂災害
対策については、砂防関係施設等による保全
対策を重点的に進めるとともに、「災害弱者関
連施設に係る総合的な土砂災害対策の実施に
ついて」（平成11年１月）及び「平成21年７月
中国・九州北部豪雨及び平成21年台風第９号
に伴う大雨を受けての対策について」（平成21
年８月）を踏まえ、全国の地方公共団体に対し、
立地条件の把握、施設周辺のパトロール体制
の確認等を要請しているほか、施設への平常
時、緊急時における適切な情報提供、的確な
避難誘導体制等の再点検を行い、警戒避難体
制等の防災体制の整備に努めること及び消防
団、自主防災組織、近隣居住者等との連携協
力のもと、迅速かつ適切な避難誘導ができる
体制の構築に努めることを要請している。
　さらに、山地災害危険地区等のうち病院、
社会福祉施設等の要配慮者関連施設が隣接し
ている箇所において計画的な治山対策の推進
を図っている。
　また、要配慮者の安全かつ迅速な避難が可
能となるように、防災情報システム等の整備
強化を図ることに加え、洪水、津波、高潮、

土砂災害等が発生した場合に備え、過去の災
害や危険箇所、情報入手方法、避難場所、避
難経路等を具体的に示したハザードマップ等
によるきめ細かな情報の提供を推進し、防災
意識の高揚に努めている。
　土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民
に著しい危害が生じるおそれのある区域（土
砂災害特別警戒区域）において、要配慮者利
用施設等に係る開発行為を行う場合について
は、許可制とすることなどを内容とする「土
砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法律」（以下「土砂災害防止法」
という。）が平成13年４月より施行され、都
道府県による土砂災害防止対策に必要な調査
の実施及び土砂災害警戒区域等の指定の促進
を図っている。
　また、平成17年７月には、「土砂災害防止法」
の一部改正により、土砂災害警戒区域内に市
町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者
利用施設等がある場合は、円滑な警戒避難が
行われるよう、土砂災害に関する情報、予報
及び警報の伝達方法を定めることを規定する
など、要配慮者利用施設等の防災力強化を
図っている。
　平成17年10月には、要配慮者への避難時の
対応として、都道府県に対して、市町村が避
難準備情報を発出するための客観的基準が地
域防災計画に定められるよう技術的支援を行
うことや、要配慮者の避難行動の支援に当
たっては、福祉部門との十分な連携を図るこ
となどの助言を行っている。
　さらに、「土砂災害防止法」に基づく「土
砂災害防止対策基本指針」を平成18年９月に
変更し、要配慮者の避難支援体制の強化を図
るとともに、平成19年４月には、「土砂災害
警戒避難ガイドライン（国土交通省砂防部）」
を、平成21年９月には、「土砂災害警戒避難
事例集（国土交通省砂防部）」を都道府県に
通知し、都道府県及び市町村の要配慮者の避
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難に係る取り組みを支援している。また、平
成22年７月には土砂災害のおそれのある要配
慮者利用施設等が立地する箇所について、都
道府県の関係部局等の連携強化を図り、土砂
災害のおそれのある箇所や施設に関する情報
の共有、施設管理者への警戒避難に関する情
報の提供、防災訓練の実施、施設の新規立地
抑制等の対策を推進するように、厚生労働省
と国土交通省が連名で都道府県へ助言を行っ
ている。
　さらに、平成26年８月豪雨による広島での
土砂災害等を受けて、「土砂災害防止法」が
改正され、平成27年１月に施行されている。
法律改正によって、市町村地域防災計画にお
いて土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設
等の名称及び所在地を定める等、警戒避難体
制の充実・強化を図っている。
　なお、平成25年の「水防法」改正において、
水災時における要配慮者利用施設（主として
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上
の配慮を要する者が利用する施設）の利用者
の円滑かつ迅速な避難を確保するために、市
町村防災会議は市町村地域防災計画に位置づ
けられた浸水想定区域内の要配慮者利用施設
の所有者又は管理者等への洪水予報等の伝達
方法を定めることとしたほか、当該施設の所
有者又は管理者に対し避難確保計画の作成等
を努力義務化するなど、水災防止体制の強化
を図っている。

エ　 水害対策
　洪水被害を防止又は軽減することを目的に
河川改修等を行う治水対策、過去の高潮・津
波等による災害発生の状況等を勘案した海岸
保全施設整備等を積極的に推進することとし
ている。浸水被害は被災後従前の生活に戻る
までに多大な労力を要し、障害のある人に
とって日常生活に著しい負担をもたらすもの
であるため、そうした被害に対しては、河川

激甚災害対策特別緊急事業など早期に対策を
講じるハード整備を着実に推進するとともに、
ハザードマップなどの円滑かつ迅速な避難を
支援するソフト対策を一体的に行っている。
　また、雨量・水位等の河川情報を地方公共
団体をはじめ地域住民に迅速かつ的確に伝達
するため、インターネットや地上デジタル放
送等によりリアルタイムで情報提供してお
り、特に雨量・水位が一定量を超えるなどの
緊急時においては、迅速な水防活動を実施す
るために、警報等で危険を知らせている。ま
た、地方公共団体の防災活動や国民の警戒避
難行動等を支援し、土砂災害から人命を守る
ため、気象庁及び都道府県が共同して、土砂
災害警戒情報の提供を行っている。さらに、
「土砂災害防止法」の改正により土砂災害警
戒情報が法律上に明記されるとともに、市町
村への通知及び一般への周知が都道府県に義
務付けられた。渇水時においても情報提供を
推進しており、全国のダムの貯水状況、取水
制限、給水制限を受けている市町村に関する
情報等の提供を行っている。

オ　 防火安全対策
　全国の消防機関等では、春、秋の全国火災
予防運動を通じて「特定防火対象物における
防火安全対策の徹底」等を重点目標として取
り組んでおり、障害のある人等が入居する小
規模社会福祉施設等においては、適切な避難
誘導体制の確保を図るとともに、消防法令違
反の重点的な是正の推進など必要な防火安全
対策の徹底を図っている。
　また、聴覚障害者等に対し光により火災の
発生を伝える光警報装置の設置に係るガイド
ラインを作成した。

カ　 東日本大震災における障害のある人たち
への主な支援

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災
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に伴い、被災地、被災者に対して講じられた
施策のうち、障害のある人への支援の一環と
して実施されているものとして、主に次のよ
うな施策がある（平成26年３月現在）。
①　利用負担減免等
　厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サー
ビスの提供を行う事業者に対し、以下のよう
な利用者負担の減免や障害福祉サービスに係
る措置を弾力的に行うよう通知等を行った。
（ア）利用者への対応について
・ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等
を図るための特別措置に関する法律によ
り、介護給付費等の支給決定等について、
平成25年２月28日まで延長した。
・ 被災した障害者等にかかる障害福祉サービ
ス等の利用者負担を市町村が免除した場
合、この利用者負担額について、国がその
全額を財政支援することとした。
（イ）障害福祉サービスの提供について
・ 被災者等を受け入れたときなどに、一時的
に、定員を超える場合を含め人員配置基準
や施設設備基準を満たさない場合も報酬の
減額等を行わないこととした。
・ また、やむを得ない理由により、利用者の
避難先等において、安否確認や相談支援等
のできる限りの支援の提供を行った場合
は、これまでの障害福祉サービスとして報
酬の対象とすることとした。
・ 避難所においてホームヘルプサービスを提
供した場合も報酬の対象とすることとした。
・ さらに、利用者とともに仮設の施設や他の
施設等に避難し、そこにおいて障害福祉
サービスを提供した場合も報酬の対象とす
ることとした。
（ウ）介護職員等の派遣、避難者の受入等
・ 各事業所等において、介護職員等が不足し
ている場合には、国や県などの調整を受け
て、別の事業所等より介護職員等の派遣を
行った。

・ また、被災等により利用者の避難が必要で
ある場合には、国や県等において調整を行
い、受入先を確保した。
（エ） 被災地における障害福祉サービス等の

再開支援について
・ 震災を受け被災した障害者支援施設等の復
旧事業や事業再開に要する経費に関する国
庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。
・ 甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サー
ビス事業所等が復興期においても安定した
サービス提供を行うことができるよう、被
災県ごとに支援拠点を設置し、
（a） 障害者就労支援事業所の活動支援（業

務発注の確保、流通経路の再建等）
（b） 福祉人材等のマンパワー確保のための

支援
（c） 障害者自立支援法、児童福祉法による

新体系サービスへの定着支援
（d） 障害者自立支援法による基幹相談支援

センター立ち上げのための支援
（e） 発達障害児・者のニーズを踏まえた障

害福祉サービス等の利用支援
などに取り組む事業や、居宅介護事業所等の
事業の再開に向けた整備の補助を行うための
予算措置を行った。
②　心のケア
　また、心のケアについては、災害救助法に
基づき、精神科医、看護師、精神保健福祉士
等４、５人程度で構成される「心のケアチー
ム」が、市町村の保健師と連携を取りながら
避難所の巡回等を行った。
　被災者の生活の場が仮設住宅や自宅に移っ
た後も、PTSDの症状が長期化したり、うつ
病や不安障害の方が増加したりすることが考
えられることから、岩手、宮城、福島の各県
に「心のケアセンター」を設置し、継続的に
心のケアを行う看護師、精神保健福祉士、臨
床心理士等の専門職が、保健所及び市町村と
連携しながら、心のケアが必要な方への相談
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支援等を実施している。
③　発達障害
　国立障害者リハビリテーションセンターに
設置されている発達障害情報・支援センター
では、震災直後から、発達障害のある人に対
する円滑な支援を図るため、被災地で対応す
る方々に向けて、支援の際の留意点等の情報
提供を行った。また、災害時に必要な対応を
まとめた冊子を作成し、ホームページに掲載
するとともにその周知を行った。（http://
www.rehab.go.jp/ddis/災害時の発達障害児・
者について/）
④　就労支援
　一方、就労支援としては、平成23年３月末
にハローワークに「震災特別相談窓口」を設
置し、被災者全般に対する職業相談等を実施
している。また、これに加え、同年４月から
地域障害者職業センターに「特別相談窓口」
を設置し、ジョブコーチ支援や出張カウンセ
リング等のきめ細かな支援を実施している。
さらに、同年５月からは、ハローワークによ
る避難所等への出張相談において就労ニーズ
を把握した場合、地域障害者職業センターが
訪問相談を実施している。
⑤　教育機会確保・就学支援等
　文部科学省では、障害のある幼児児童生徒
も含め、幼児児童生徒の教育機会確保のため、
就学援助等を実施するとともに、各都道府県
教育委員会等に対し、被災幼児児童生徒の学
校への受入れを実施している。
　さらに、震災により就学等困難となった特
別支援学校及び特別支援学級等の幼児児童生
徒に対し就学支援を行うための経費や、障害
のある幼児児童生徒も含め、被災した幼児児
童生徒等の心のケアの充実を図るため、ス
クールカウンセラー等を緊急派遣する経費及
び特別支援学校における学習活動の充実を図
る外部専門家の活用のための経費を措置し、
障害のある幼児児童生徒の就学支援の確保を

図っている。
⑥　教師のためのハンドブック
　国立特別支援教育総合研究所は、平成23年
度に「震災後の子どもたちを支える教師のた
めのハンドブック～発達障害のある子どもへ
の対応を中心に～」を作成し、関係機関に配
布するとともに、ホームページに掲載をして
いる。（http://www.nise.go.jp/cms/6,3758,53.
html）
⑦　幼児児童生徒の状況把握等
　文部科学省及び厚生労働省では、被災した
障害のある幼児児童生徒の状況把握及び支
援、教育委員会、学校等が支援を必要とする
幼児児童生徒を把握した場合に保護者の意向
を確認した上で市町村障害児福祉主管課に連
絡するなどの教育と福祉との連携、障害児支
援に関する相談窓口等の周知について、各都
道府県教育委員会、障害児福祉主管課に対し
要請している。

（２） 防犯対策

ア　 警察へのアクセス
　障害のある人は、防犯に関する通常のニー
ズを満たすのに特別の困難を有しており、ま
た、犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く、
不安感も強いことから、障害のある人の気持
ちに配慮した各種施策の推進に努めている。
　障害のある人が警察へアクセスする際の困
難を取り除くための対策としては、全都道府
県警察において、FAX及びＥメールでの緊
急通報の受理を行っていること（FAX 110
番及びメール110番）、FAXネットワーク等
による情報提供に努めていること、交番等へ
のスロープ設置等を行っていることなどが挙
げられる。

イ　 犯罪・事故被害の防止
　障害のある人が犯罪や事故の被害に遭うこ
との不安感を除くための対策としては、巡回
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連絡等を通じて、障害のある人の相談や警察
に対する要望に応じるとともに、身近な犯罪
や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安
全確保に必要な情報の提供に努めていること
などが挙げられる。
　また、警察では、住宅等に対する侵入犯罪
対策として大きな効果が期待できる建物部品
を掲載している「防犯性能の高い建物部品目
録」の公表及び普及を図っているほか、公益
社団法人日本防犯設備協会に対して、障害の
ある人を対象とした安全で信頼性の高い防犯
システムの普及に努めるよう指導しており、
同協会ではホームセキュリティガイドの中で
障害のある人に対応した機器を紹介する等の
活動を行っている。
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